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第224回組合会を開催
去る 5月28日に新潟県自治会館において、第224回組合会が開催され、令和 6年度の決算について議決さ
れました。次ページから、令和 6年度決算の概要をお知らせします。
なお、議案審議に先立ち、前理事の米田徹氏（前糸魚川市長）が令和 7年 4月23日をもって退任したこと
から、理事の補欠選挙を行いました。

田村正幸理事
（湯沢町長）

関口芳史監事
（十日町市長）

理事及び監事の就任について
市町村長である組合会議員が選挙する理事の補
欠選挙及び監事の選挙では、理事に田村正幸監事
が就任し、監事に関口芳史議員が就任しました。

組合会議員の就任について
組合会議員（市町村長側）第 1区の補欠選挙が
5月19日に執行され、林茂男氏が当選されました。
また、市町村長以外の議員であった樋口巨樹氏

（湯沢町職員）の退任に伴い、組合会議員（職員
側）第 1区の補欠選挙が 5月16日に執行され、水
落仁氏が当選されました。

水落仁議員
（湯沢町）

林茂男議員
（南魚沼市長）
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令和 6年度決算報告

第224回組合会の様子

組合員数の推移（人）
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※令和4年10月から、短時間勤務職員等の共済組合加入により、組合員数が大き
　く増加しました。
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短期経理（短期給付事業）

この経理は、病気やケガに対する医療費（短期給付）のほか、高齢者医療・介護保険制度への拠出金を支払う経
理です。

○令和 5年度より医療費は大きく増えましたが、支出は予算の推計よりも下回りました。
○��高齢者医療制度への拠出金等の標準報酬総額に占める割合（特定保険料率）は、前年度より1.39‰（千分率）低い32.24‰となりまし
た。

【短期分】　医療費などの給付を賄う分
収入 204億5,271万円 ［事業計画比　　＋ 1億2,481万円］
支出 202億9,666万円 ［事業計画比　　△ 1億8,858万円］

当期短期利益金 1億5,605万円 （短期積立金・欠損金補てん積立金へ積立）

【介護分】　介護保険に係る分
収入 22億6,329万円 ［事業計画比　	 ＋984万円］
支出 21億4,361万円 ［事業計画比　	 △31万円］

当期介護利益金 1億1,969万円 （介護積立金へ積立）

（円）

組合員

被扶養者
合計

（％）

令
和
６
年
度

令
和
５
年
度

令
和
４
年
度

令
和
３
年
度

令
和
２
年
度

令
和
６
年
度

令
和
５
年
度

令
和
４
年
度

令
和
３
年
度

令
和
２
年
度

60

65

70

75

80

85

63.3363.33

67.5967.59

65.0565.05

62.1362.13 65.0465.04

60.7160.71

65.7765.77

61.4761.47

65.3765.37

75.4975.49

78.8478.84

76.776.7 78.2078.20

80.2880.28
78.9478.94

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

235,000

234,308234,308

226,790226,790

209,747209,747

222,627222,627

209,814209,814

組合員 1 人当たり年間医療費
（年間の医療費総額を平均組合員数で除したものです。）

受診率
（診療総件数を延べ人数で除し、百分率で示しています。）
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厚生年金保険経理・退職等年金経理・経過的長期経理
厚生年金の保険料、退職等年金給付に係る掛金・負担金等を納付している経理です。
平成27年10月 1 日に共済年金が厚生年金へ統合されたことにより、年金の給付事務を行う経理は、「厚生年金保険経理」「退職等年金
経理」「経過的長期経理」の 3つに区分されています。
共済組合は、年金裁定業務や年金相談業務の他、年金支払いに充てるため、組合員の皆様から頂いた保険料や所属所からの負担金を
全国市町村職員共済組合連合会（以下「市町村連合会」という。）へ払い込んでいます。
各経理における令和 7年 3月末の収支結果は、次のとおりです。

経過的長期預託金管理経理
この経理は、市町村連合会から経過的長期給付組合積立金の一部について預託を受けて、地方公共団体の起債（縁
故地方債）の管理などを行っています。
令和 6年度は、741万円の利息収入があり全額市町村連合会へ払い込みました。

業務経理（事務費等）

この経理は、福祉事業を除く短期給付事業と長期給付事業に必要な事務に要する諸経費を賄う経理です。
この経理における財源は、地方公共団体の負担金及び短期経理からの繰入のほか、市町村連合会からの交付金により運営しています。
令和 6年度において、組合員 1人当たりに使用した事務費の額は15,788円となりました。

〇収入は、事業計画どおりとなりました。
〇支出は、経費節減につとめ事業計画より減少しました。

保健経理（保健事業）

組合員・被扶養者の皆様の疾病予防や健康の保持増進を目的とした各種事業を行う経理です。

○収入は、事業計画どおりとなりました。
○�支出減の主な要因は、疾病予防事業に係る費用などの減
少によるものです。

厚生年金保険経理 退職等年金経理 経過的長期経理
収入額 324億8,714万円 21億7,230万円 1億3,806万円
支出額※ 324億8,714万円 21億7,230万円 1億3,806万円
差　引 0 0 0
※支出額は、市町村連合会へ収入額をそのまま払込みした金額です。

経過的長期預託金管理経理の資産状況
資産区分 決算額 構成割合
預金等 4億7,762万円 12.6%
縁故地方債 33億905万円 87.4%
運用合計額 37億8,667万円 100.0%

収入 4億9,544万円［事業計画比	 ＋17万円］
支出 5億3,301万円［事業計画比	 △1,121万円］

当期損失金 3,757万円［積立金を取崩し］

令和 6 年度　人間ドック及び各種検診利用助成金の決算額
人間ドック 3億3,595万円 前立腺がん検診 149万円
脳ドック 1,102万円 肺がん検診 143万円
胃検診 929万円 大腸がん検診 189万円

子宮頸がん検診 813万円 歯科健診 342万円
乳がん検診 1,705万円 インフルエンザ予防接種 1,029万円

合計 3億9,996万円

収入 8億9,239万円［事業計画比� ＋537万円］
支出 6億7,895万円［事業計画比� △ 1 億3,899万円］

当期利益金 2億1,344万円［積立金へ積立］
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貯金経理
組合員の皆様からお預かりした資金を安全かつ効
率的に運用し、その運用収入を利息として還元す
る「積立貯金」事業を行っています。
●支払利率：年0.4％　　　平均運用利回り：0.76％

収入 2億9,390万円［事業計画比　＋234万円］
支出 1億5,135万円［事業計画比　△251万円］

当期利益金 1億4,255万円（積立金へ積立）
〇収入増の主な要因は、運用益の増加によるものです。
〇�支出減の主な要因は、事務費等の効果的な執行によるもの
です。
　�積立貯金総額は343億3,960万円、貯金加入者数は7,100人、
貯金者 1人当たりの貯金額は484万円となりました。
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貸付金残高・貸付件数の推移
貸付経理
住宅取得や車購入、修学費用など、臨時に資金を
必要とする貸付けを行っています。
収入 1,988万円［事業計画比　+ 21万円］
支出 1,450万円［事業計画比　△200万円］

当期利益金   538万円（積立金へ積立）
〇収入は事業計画どおりとなりました。
〇�支出減の主な要因は、事務費等の効率的な執行によるもの
です。
★�貸付償還額が新規貸付額より大きいため、全体の貸付金残
高は減少傾向にあります。（右グラフ参照）

保健経理（アクアーレ長岡）

〇�収入減の主な要因は、プールゾーン改修により、施設利用人数は昨年度より
増加しましたが、計画していた利用人数に届かなかったことによるもので
す。
〇�支出減の主な要因は、施設利用者の減少による経費の減少によるものです。
アクアーレ長岡では、昨年リニューアルしたプールゾーン内のフィンランド
サウナが好評です。皆様のお越しをお待ちしております。

宿泊経理

〇収入減の主な要因は、昨年度より施設利用者は増加したものの計画していた
人数に届かなかったことによるものです。
〇支出減の主な要因は、施設利用者の減少及び経費削減による飲食材料費、光
熱水料など経費の減少によるものです。
瀬波はまなす荘では、専用ホームページの制作や二次元コード決済の導入を
予定しており、利便性の向上に努めます。皆様のお越しをお待ちしております。

収入 3億261万円［事業計画比� △593万円］
支出 3億8,072万円［事業計画比� △948万円］

当期損失金 7,811万円［積立金から補てん］

（人）

163,277

128,860

152,780

150,710
154,214

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

令
和
6
年
度

令
和
5
年
度

令
和
4
年
度

令
和
3
年
度

令
和
2
年
度

バーデ利用状況

収入 2億1,719万円［事業計画比� △142万円］
支出 1億9,725万円［事業計画比� △1,612万円］

当期利益金 1,994万円［繰越欠損金に充当］

（人）

13,302
12,949

13,246

8,691

9,829

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

令
和
６
年
度

令
和
５
年
度

令
和
４
年
度

令
和
３
年
度

令
和
２
年
度

宿泊利用状況



− 05 −

貯 金 経 理 資 産 の 運 用 に つ い て貯 金 経 理 資 産 の 運 用 に つ い て
●資産の構成割合について
貯金経理の令和 7年 3月31日現在の資産は約373億円となって

います。
この資産の91％は有価証券（国債、地方債等）で運用してい

ます。株式による運用は一切していません。

●有価証券の格付別保有割合について
有価証券の運用にあたっては「格付」を重視し、安全性を最

重点にして運用しています。
格付とは有価証券などの元本・利息が支払われる確実性を示

すもので、格付機関が公表しているものです。

●令和 6年度貯金事業収支状況
貯金事業の平均運用利回りは0.76％でした。貯金をし

ている組合員の皆様に運用収入の48％を支払利息として
配当し、47％の利益金を将来に備えて積み立てました。
積立金総計は28.8億円となっています。
貯金事業については、組合員の皆様が安心してご利用

いただけるよう引き続き安全性・確実性に努めてまいり
ます。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414

預貯金等
1.25%

金銭信託
8.03%

国債
11.22%

地方債
29.20%

政府保証債
7.22%

社債
17.38%

財投機関債
25.43%

その他の債券
0.27%

AAA格
57.54%

AA格
42.46%

※国債、地方債及び政府保証債の格付は、ＡＡＡとしています。

収入 支出収入 支出

運用利回り
0.76% 運用利息

99%

↑
有価証券売却益

1%
支払利息

（配当）48%

 事務費等 5%

利益金（積立） 
47%

※このグラフは、グループ保険の手数料収入を除いて表示しています。

貯金経理資産の構成割合
（令和 7 年 3 月末現在）

貯金経理資産に係る
有価証券の格付割合
（令和 7 年 3 月末現在）

共済組合積立貯金とペイオフについて
ペイオフとは、金融機関が破綻した場合に、預金保険制度により預金者一人につき元本1,000万円までとその利息を保護する制度です。
共済組合はペイオフにおける金融機関に該当しないため、共済組合と組合員との間にはペイオフ制度は適用されません。
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するお知らせ
個人番号法等の一部改正（※）により、令和 6年12月 2 日以降は、組合員証等の発行は行っていません。医療機関等での
受診の際は、原則としてマイナンバーカードを健康保険証として利用することとなっています。

（※）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
令和 6年12月 2 日以降、医療機関等に受診する際に使用できるものと、その有効期間等については、以下の図に掲げると
おりとなっています。

【注】�　現行の組合員証等を保有している者のうち、マイナ保険証の利用登録を行っていない者については、令和 7年12月 2
日以降は資格確認書を使用することとなります。

　　 �　令和 7年12月 2 日以降に使用可能となる資格確認書（カード型）については、令和 7年10月下旬を目途に各所属所を
通じてお送りします。

令和 7年12月 2 日以降に使用可能となる資格確認書（カード型）に関する詳細については、追って各所属所を通
じてお知らせします。

お問い合わせ先：保険課／TEL：025-285-5412

令和 6年 令和 7 年 令和 8年

①
令和 6年12月 1 日以前から組合
員証等を保有している者
※�マイナ保険証の利用登録の有
無は問わない。

経過措置終了後は、利用登録の
有無により②又は④へ移行

②
令和 6年12月 1 日以前から組合
員証等を保有している者のう
ち、マイナ保険証の利用登録を
行っていないもの
（令和 7年12月 2 日以降の受診）

③
令和 6年12月 2 日以降に資格取
得又は扶養認定を受けた者のう
ち、マイナ保険証の利用登録を
行っていないもの

④
マイナ保険証の利用登録を行っ
ている者

⑤
医療機関等でマイナ保険証が使
用できない場合

12月 1日
組合員証等の発行終了

12月 1 日
経過措置終了

組合員証等 組合員証等（経過措置により使用可）

【注】

資格確認書（カード型）
（令和 7年12月 2 日発行）

↑有効期間は 5年以内で設定

12月 2 日〜
資格確認書の発行

資格確認書（カード型）
（有効期限：令和 7年12月 1 日）

【注】

資格確認書（カード型）
（令和 7年12月 2 日発行）

↑有効期間は 5年以内で設定

マイナンバーカード（マイナ保険証）

マイナンバーカード＋資格情報のお知らせ（資格情報通知書）
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定時決定とは？
組合員の皆様からお預かりする掛金（保険料）については、毎月の給料月額をもとにした「標準報酬
月額」に、掛金率（保険料率）を乗じて計算をしています。
この「標準報酬月額」については、給料の変動などを適切に反映するため、年に １ 回見直しが行われ
ます。これを「定時決定」といいます。
定時決定を行った結果については、令和 7年 9 月分の標準報酬月額から反映し、このことにより令和
7年 9月に支払われる給料からお預かりする掛金（保険料）に反映することになります。

何か手続は必要か？

組合員の皆様に届出をしていただくものはありません。各所属所において、本年 4月から 6 月までの
各月に支払われた給料月額を当共済組合に 8月中旬頃までに報告していただくことにより行われます。
なお、 4月から 6 月までの間に給料の支払いの基礎となった日数（支払基礎日数）が17日未満の月が
あるときは、その月の分の給料月額を除いて報告がされることとなります。

※�上記の取扱いは、フルタイム勤務職員の場合です。短時間勤務職員における支払基礎日数については、その雇用形態に
より、11日以上である月を含める場合や15日以上17日未満である月を含める場合など、取扱いが異なります。

給料月額の内容や、支払基礎日数の詳細については、各職場の給与事務担当者又は共済組合事務担当
者へお問い合わせください。

共済組合から何か通知はあるのか？
以下の図にある「標準報酬　決定・改定通知書」を、各所属所を通じて組合員の皆様へお送りします。
なお、各職場で配布される給与明細等において、標準報酬の決定や改定のことが記載されている場合
は、この通知書が配布されない場合があります。

【組合員の皆様へのお願い】
標準報酬月額について「思ったより金額が高い。何かの誤りではないか？」といったお問い合わせをいただくことがあります。
この標準報酬月額については、各所属所からの給料月額等の報告に基づき決定するものであるため、そのようなお問い合わせに
ついて当共済組合でお答えすることはできません。あらかじめ御承知おきください。

お問い合わせ先：保険課／TEL：025-285-5412

表の区分のうち、「短期」とあるのは健康保険分
と福祉事業分の掛金に係るものであり、「長期」と
あるのは年金分の掛金に係るものです。

【注】
短時間勤務職員等の短期組合員については、共
済組合の年金制度は適用されません。このため、
「長期」欄における標準報酬等級及び標準報酬月額
は表示されません。

令和７年度における標準報酬の見直し（定時決定）を行います
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保険課からのお知らせ

医療費通知書の８月配布はありません

配 布 時 期：年 1回（次回は令和 8年 1月送付）です。（令和 7年 8月の発送はありません。）
配布対象期間：令和 6年10月受診分～令和 7年 9月受診分
★令和 7年10月受診分～令和 7年12月受診分までは、次回の医療費通知書に記載されません。
★医療費通知書は再発行できません。なくさないようにご注意ください。

ジェネリック医薬品差額通知の配布について

（ １）「ジェネリック医薬品差額通知」について
この通知書は、現在処方されている新薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場合、どのくらい薬代が節約
できるのかを通知することで、ジェネリック医薬品の普及促進を図るものです。
（ ２）配布時期及び配布対象期間
配 布 時 期：令和 7年 7月下旬
配布対象期間：令和 7年 2月受診分から令和 7年 4月受診分まで
（参考）

配布時期 対象期間

7月
発行する年の 2月から 4月まで
の間における受診分

1月
発行する年の前年の 8月から
10月までの間における受診分

（ 3）通知対象者
★�対象期間に薬剤を処方された組合員の方（被
扶養者は対象外）
★�ジェネリック医薬品に切り替えることによ
り、切替前と比べて 1か月の自己負担の差額
が500円以上下がると見込まれる方

ご自身の医療費を確認するには、マイナポータルもご活用ください

マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、マイナポータル上で公的医療保険に係る医療情報を確認できるよう
になります。

☞マイナポータルへログインすると 	  ●ご自身の医療費情報を確認できます。
	  ●医療費控除の申請手続で活用できます。

　　　マイナポータルに関するお問い合わせは、デジタル庁の「マイナポータル」ページでご確認ください。

お問い合わせ先：保険課／TEL：025-285-5412

医療費控除の確定申告を行う場合は、
医療機関等発行の領収書等を大切に保管し、申告してください。

（％）

R7.2R6.9R5.9R4.9R3.9R2.9R1.10H31.4H30.10H30.4
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整骨院・接骨院で施術を受けるとき
整骨院・接骨院で、柔道整復師による施術を受けるときには、保険適用になる場合とならない場合があります。
柔道整復師（整骨院・接骨院）へのかかり方を正しく理解していただき、適正な受診にご協力をお願いします。

 施術の際は、以下の点にご注意ください 
☆けがの原因を正しく伝えてください。
公務災害（労災）や通勤災害の場合は保険適用となりません。

☆「療養費支給申請書」の内容を確認してから署名してください。
負傷名、日数、金額の確認をしてから署名しましょう。また領収書も必ず受け取ってください。

☆複数の施術所への受診は、保険適用になりません。
同一月に、同症状の治療を、複数の施術所で行うことはできません。（どちらかが自費診療であれば可。）

☆病院との重複受診は、整骨院等の料金が自費扱いとなることがあります。
同時期に、同一の負傷で、整骨院等と医療機関を重複して受診することはできません。（医師の同意を受ける場合や、負
傷状態の確認のため定期的に検査を受ける場合に、医療機関を受診することは可能です。）

☆治療が長引く場合は、医療機関を受診してください。　
長期間施術を受けても快方に向かわない場合は、医師の診断を受けましょう。
※あくまでも柔道整復師による施術は「手当」であり、「治療」ではありません。

お問い合わせ先：保険課／TEL：025-285-5412

きょうさい病院でリハビリ中だけど、新潟接骨院は評判がいいから、
明日は、マイナ保険証を使って、そこの施術も受けてみようかな。

保険適用となる場合

外傷性が明らかなもの外傷性が明らかなもの

◎打撲、捻挫、挫傷（肉離れなど）◎打撲、捻挫、挫傷（肉離れなど）

◎骨折、ひび、脱臼◎骨折、ひび、脱臼
（応急処置以外の場合は、医師の同意が必要です。）（応急処置以外の場合は、医師の同意が必要です。）

保険適用とならない施術が疑われる場合、後日、
調査する場合があります。

保険適用とならない場合

・�単なる肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労・�単なる肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労
・�慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用・�慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・�病気（神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニ・�病気（神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニ

ア等）からくる痛みや「こり」ア等）からくる痛みや「こり」
・�脳疾患後遺症などの慢性病・�脳疾患後遺症などの慢性病
・�症状の改善が見られない長期の治療・�症状の改善が見られない長期の治療
・�医師の同意のない骨折や脱臼の治療（応急処置を除・�医師の同意のない骨折や脱臼の治療（応急処置を除

く）く）
・�負傷原因が、公務災害や第三者の行為によるもの・�負傷原因が、公務災害や第三者の行為によるもの

「保険診療取扱」と看板を掲げていても、すべて
の施術においてマイナ保険証等が使用できる（保
険適用となる）わけではありません。
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妊娠・出産・育児に関する共済組合への手続
組合員本人や被扶養配偶者の妊娠・出産・育児に関する共済組合への手続について、代表的なものを時系列で一覧にしま
した。
各種手続は、勤務先の共済組合事務担当課をとおして共済組合に申請していただくことになります。制度内容の詳細等に
ついては、所属所の共済組合事務担当者又は共済組合保険課へお問い合わせください。

妊
娠 産前産後休業掛金免除の申出

産前４２日から産後５６日までに産前産後休業を取得したときに、申出により掛金が免除となります。

出
　
　
　
　
　
産

生まれた子の被扶養者（保険証）の届出
組合員の被扶養者とするときは、出生日から30日以内に届出してください。

出産費(家族出産費)の請求
組合員又は被扶養者が出産したときに５０万円を支給します。ただし、直接支払制度を利用する場合は、共済
組合から医療機関へ直接出産費（家族出産費）を支払います。

出産手当金の請求
組合員が産前４２日産後５６日において勤務をせず、給料が支給されないときに支給します。

産前産後休業掛金免除（変更）の申出
出産予定日と実際に出産した日が相違したときに、産前産後休業掛金免除期間変更の申出をしてください。

育
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
児

育児休業掛金免除の申出
育児休業を取得したときに、申出により最長で育児休業対象の子が ３歳に達するまで掛金が免除となります。

育児休業手当金の請求
３ 歳に満たない子を養育するために育児休業を取得したとき、その子が １歳に達する日まで支給します（総

務省令で定める事由に該当したときに限り最長 ２歳に達する日まで延長できます。）。

育児休業支援手当金の請求
対象期間内（父親は子の出生後56日以内、母親は産後休業後56日以内）に、原則として、両親ともに通算14
日（週休日を含む。）以上育児休業等を取得した場合に、最大28日（28日には週休日を含むが、給付は週休日を
除く。）を上限に標準報酬の日額（注）の13％を育児休業支援手当金として支給します。
ただし、配偶者がいない場合や、配偶者が無業者の場合など、一定の要件を満たす場合は、組合員の取得状
況のみにより支給されます。

復
　
職
　
後

育児時短勤務手当金の請求
組合員が、その 2歳に満たない子を養育するため育児時短勤務をした場合に、当該支給対象月に支払われた
報酬の額に最大100分の10を乗じた額が支給されます。
なお、報酬と給付額の合計が、育児時短勤務前の報酬を超えないように、給付率は調整されます。

お問い合わせ先：保険課／TEL：025-285-5412
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退職準備型退職準備型
ライフプランセミナー開催のお知らせライフプランセミナー開催のお知らせ

参加費無料

明治安田ライフプランセンター㈱
専任講師による
ライフプランセミナーを開催します。
退職後、年金が支給されるまでの間をどのように過ごしたらよいか、退

職後の生活がどう変わるのか、時間やお金の使い方、退職までに今から準
備すべきことや心構えなどについて学びます。
毎年大好評のセミナーですので、お早めにお申込みください。

■開催日及び募集締切日
第 1回： 8月27日（水）
第 2回： 8月28日（木）
第 3回： 8月29日（金）

■開催場所
瀬波はまなす荘「大広間兼会議室」
村上市瀬波温泉 1丁目 2番17号
TEL　0254-52-5291

日　程　表（各回共通）

時　間 内　容（予　定）

9 ：30～10：00 受付

10：00～10：10 開会

10：10～11：50
（適宜休憩）

〈生きがい設計〉
～�いつまでも生き生きとした日々を
過ごすために～

11：50～12：50 休憩（昼食）

12：50～15：50
（適宜休憩）

〈家庭経済設計〉
～�ゆとりあるセカンドライフを迎え
るために～

15：50～16：00 閉会

■募集人数
各回とも50名
（各回とも最少催行人数を25名とします。）

■対象者
50歳代（昭和41年 4 月 2 日生から昭和51年 4 月 1 日生）
の組合員及びその配偶者
（60歳代の組合員は参加できません。ただし、夫婦ともに
組合員の場合に、お一人が50歳代であれば、50歳代の組
合員の配偶者として参加できます。）

■参加費
無料

■参加申込み・その他
・勤務先の共済組合事務担当者へお申込みください。
・�各回とも、募集定員に達した場合は締切日前に募集を
締め切ることがあります。
・昼食は各自でご用意ください。
なお、お弁当（1,000円）を販売します。参加申込みの
際に希望の有無をお申出のうえ、当日の受付で代金を
お支払いください。
・�開催日当日、電車等を利用される方は、送迎（無料）
を下記のとおり行います。参加申込みの際に送迎利用
の有無をお申出ください。

往　路 村上駅前　 9時20分出発

復　路 セミナー終了後、村上駅まで
（16時20分頃出発予定）

⎫
⎜
⎬
⎜
⎭

お問い合わせ先：総務課／TEL：025-285-5411

締切日
7月18日（金）

【50歳代のみなさまへ】
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職員採用試験のお知らせ
共済組合事務局職員の採用試験を行います。

採用予定職種 一般事務

採用予定人数 若干名

採用予定年月日 令和 8年 4月 1日

受 験 資 格 平成 7年 4月 2日から平成16年 4 月 1 日までに生まれた者（学歴不問）

受 付 期 間 受付期間：令和 7年 7月中旬～令和 7年 8月下旬

第 1 次 試 験 試 験 日：令和 7年 7月下旬～令和 7年 9月上旬の期間内で受験者が選択する日
試験内容：SPI 3 （基礎能力検査・性格検査）

※基礎能力検査は「大学卒業程度」で行います。
試験会場：SPI 3 テストセンター方式

（全国主要都市のリアル会場またはオンライン会場）

第 2 次 試 験 試験内容：面接試験（日時等詳細は、第 1次試験合格者に通知します。）

※受験手続等、詳細は ７月上旬にホームページに掲載予定の「試験案内」を御確認ください。

お問い合わせ先：新潟県市町村職員共済組合　総務課
　　　　　　　　〒950－8551　新潟市中央区新光町 4番地 1　新潟県自治会館本館 4階
　　　　　　　　TEL：025-285-5411　URL　https://www.kyousai-niigata.jp

共済組合のホームぺージには、共済事業の内容や必要な手続きのご案内などを掲載しています。
また、共済組合へ提出する申請書類等をダウンロードできるほか、広報誌「共済にいがた」の最新号やバックナンバーの
閲覧ができます。

ホームページをご活用ください

共済組合の各種事業
について、詳しい内
容をご覧いただけま
す。

様々な状況に応じ
て、「手続き」･「給付」
･「用語」から探し、
詳細を確認すること
ができます。

共済事務担当者の方
のみがアクセスでき
る専用ページです。

スライドバナーでは、
健康に役立つサイト
を掲載しています。

共済組合へ提出する申請書類がダウ
ンロードできます。

共済組合からの新着情報を掲載して
います。
この欄には鍵マーク のついた記事
を掲載することがありますが、以下
のユーザー名とパスワードを入力す
ることで、閲覧することができま
す。
ユーザーID：�n i i g a t a�

（半角小文字）
パスワード：保険者番号（※）
※�「組合員証」・「資格確認書」・「資格情報の
お知らせ」に記載されている 8桁の数字

広報誌「共済にいがた」のバックナ
ンバーを掲載しています。

検索
新潟県市町村職員共済組合

https://www.kyousai-niigata.jp
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～ “けんこう応援通信”をお送りしました ～～ “けんこう応援通信”をお送りしました ～

データヘルス計画に関する取組【健康意識の啓発・向上】

当共済組合では、皆様への健康啓発に関する取組として、
今年度から「けんこう応援通信」を送付しています（「健康年齢通知」からの変更）。

誰に対して、送っているの？ どんな内容なの？
昨年度、特定保健指導を受けていただけなかった

方を対象としています。
特定保健指導の利用に関するデー

タ授受のタイミング等により、特定
保健指導を受けていただいている方
に対しても送付している場合があり
ますので御了承ください。

健診結果（特定健診
項目）の中から、高血
圧、脂質、血糖など、基準値を上回る結果となった
検査項目を振り返るとともに、健康づくりのための
ポイントやアドバイスを明記しています。
次回の健診まで生活習慣の改善に取り組み、次の

健診で改善効果を確認する……といった、キッカケ
づくりとしてみてください。

上記のほか、特定健診の結果を基に、腎機能の低下による疾患リスクが高いとみられる方へ、適切な受
診を促すための「腎疾患受診勧奨」を11月頃に発送する予定にしています。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414

家族の年金額　御注意ください！！

令和 7年度の年金額は1.9%の増額改定となっており、老齢基礎年金では最大で年額15,700円の増額となっ

ています。

この増額改定により、年金を含めた年間収入額が180万円以上になる被扶養者がいる場合は、
すみやかに被扶養者の認定取消の手続をしなければなりません。

令和 7年度の「年金額改定通知書」は、本年 6月に発行されています。

「今年度の年金額はいくらになったのか」

「年金を含めた年間収入が180万円以上になっていないか」

などを、御家族と一緒に確認しておきましょう！

認定取消の届出が遅れることで、当共済組合への医療費の返還額が発生します。
過去には、返還額が100万円以上となったケースもあります！十分に注意してください。

家族と話そう！
年金のコト
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令和 ５ 年度　特定健康診査・特定保健指導の実施状況
国へ報告した特定健康診査（特定健診）及び特定保健指導の実施状況をお知らせします。
【特定健診受診率】

データヘルス計画に関する取組の報告について【特定健診・特定保健指導】
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51.9

（目標値）

当共済組合の全体の目標値は９０％です。
被扶養者の受診率を上げることが課題です。

◆特定健診とは？
糖尿病や高血圧症、高脂血症などの「生活
習慣病」予防を目的とした健診のことです。
（対象年齢40歳以上75歳未満）組合員の方は、
人間ドックや定期健康診断を受けることで、
特定健診を受けたものとみなされます。

40歳以上75歳未満の被扶養者の皆様には、緑色の封筒で特定健診受診券をお送りしています。
市町村の住民健診や、一部の医療機関で特定健診を受診する際に提示すると、健診費用が無料になります。
また、共済組合の「人間ドック利用券」を使って人間ドックを受診した場合も特定健診を受けたことになります。

被扶養者で、特定健診受診券や人間ドック利用券を使わずに、勤務先で健康診断等を受診した方や
自費で人間ドックを受けた方は、共済組合に健診結果の写しを提出することで、特定健診を受けたこ
とになります。

提出いただいた方には、QUOカード（1,000円分）を進呈！
（進呈には一定の条件があります。詳細は受診券に同封する御案内をご覧ください。）

【特定保健指導利用率】
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当共済組合の全体の目標値は６０％です。
目標達成には更なる全体の底上げが必要です。

◆特定保健指導とは？
医師や保健師の指導を受けながら生活習慣改善を目指す
プログラムです。
特定健康診査の結果、生活習慣病のリスク要因が高いと
判定された方が対象です。
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（参考）所属所別の状況

特定保健指導対象者には、「特定保健指導利用券」をご自宅宛て送付します。

原則、特定健診や人間ドックを受診した健診機関等でご利用ください。

「特定保健指導利用券」を提示することで、費用は無料になります。

共済組合が高齢者医療を支えるために負担している「後期高齢者支援金」に
最大10％の加算（ペナルティ）がされることになります。支援金に加算がされると、
加算による増額分を皆様の掛金や所属所からの負担金の引き上げで賄うなど、短期給付（医療保険）の財政

に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
このようなことにならないためにも、また、自身の健康づくりと生活習慣の改善のためにも、
組合員、被扶養者の皆様には、
「特定健診の受診」と「特定保健指導の積極的な利用」に御理解と御協力をお願いします。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414

◆受診率や利用率が低いと…！！

健康診断を受けることがゴールではありません。
「病気のサイン」を見逃さず、特定保健指導で生活習慣
を改善することが健康への第一歩です！
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上のグラフは、特定健診対象の組合員が 50人以下の所属所については掲載していません。

特定保健指導利用率（組合員）
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安全衛生管理者等向けメンタルヘルス研修会

職場の安全衛生管理者等を
対象として、メンタルヘルス
対策の基本的な事項や不調者
の発見・対応方法などを学び
ます。

 開催日 　　令和 ７年 ７月３１日（木）

 会　場 　　新潟県自治会館　201会議室

 講　師 　　新潟県労働衛生医学協会
　　　　　　日本医師会認定産業医(心療内科医）
　　　　　　田代　茂美 氏

 定　員 　　４０人

働く人のメンタルヘルスセミナー

良い人間関係、良好なコ
ミュニケーションなど、自分
のこころを整え、健康に保つ
ヒントを学びましょう。

 開催日 　　令和 ７年 ８月１８日（月）

 会　場 　　新潟県自治会館　201会議室

 講　師 　　新潟県労働衛生医学協会
　　　　　　日本医師会認定産業医(心療内科医）
　　　　　　田代　茂美 氏

 定　員 　　40人

管理監督者向けメンタルヘルス研修会

職場環境改善の好事例や、
メンタル不調者を出さないた
めの方法などを学びます。
管理職員や人事担当者等を
対象としています。

 開催日 　　令和 ７年１０月 ８ 日（水）

 会　場 　　新潟県自治会館　201会議室

 講　師 　　（株）カイテック
　　　　　　皆川　芳弘 氏

 定　員 　　４０人

受付中！
締切は

7 /15です

近日
募集開始

予定

８ 月下旬
募集開始

予定

・申し込みについては、所属所の共済事務担当課（総務課・職員課・人事課等）を通じて行います。
・状況により開催を中止する場合があります。あらかじめ御了承ください。

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414

ご参加ください！ご参加ください！
研修会・セミナーの御案内研修会・セミナーの御案内
当共済組合では、今年度も健康づくりのための研修

会やセミナーを開催します。
多くの皆様からの参加をお待ちしております。

参加費は
無料です♪
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瀬波はまなす荘

夏季休憩利用券のご案内

御利用の際は、あらかじめ営業日を
確認してくださるようお願いします。

瀬波はまなす荘
TEL：0254-52-5291
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　組合員及びその家族の健康増進にお役立てい
ただくため、夏季限定で瀬波はまなす荘の休憩
利用券を御用意しました。
　裏面の注意事項をよく読み、夏場のお出かけ
や海水浴などに御利用ください。
有効期間　令和7年7月1日～令和7年8月25日
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瀬波はまなす荘

夏季休憩利用券 注意事項
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本券は、瀬波はまなす荘での休憩利用の際に使用
することができます。なお、本券は組合員1人あ
たり5枚までの使用とします。
本券は、利用当日1人につき1枚を瀬波はまなす荘
のフロントに提出することで、休憩料が無料とな
ります。他の用途には使用できません。
本券を使用できる者は、以下のとおりです。
①組合員②組合員の配偶者③組合員の実父母
④組合員の養父母⑤組合員と同居の義父母
⑥組合員と同居の子⑦組合員の被扶養者
本券を使用する際は、太枠内の項目を全て記入し
てください。
有効期間を過ぎたものは、使用できません。
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瀬波はまなす荘

夏季休憩利用券 注意事項
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1 　プール利用券は、組合員 1人につき10枚まで。
配布を受けた枚数を超えての使用はできません。
他の組合員やその家族への譲渡は禁止です。

2 　プール利用券を使用することができる者は、以下のとおりです。
　　①組合員　②組合員の配偶者　③組合員の実父母
　　④組合員の養父母　⑤組合員と同居の義父母
　　⑥組合員と同居の子　⑦組合員の被扶養者

　　　家族であっても、使うことができる人は限られています！

3 �　プール利用券に記入漏れがあると、所属所の共済事務担当者
を通じて確認をお願いすることとなるなど、プール施設への助
成に支障が生じる場合があります。

　�　使用する際は、あらかじめ、�
券面の必要事項を漏れなく�
記入してください。

4 �　契約プール施設は、プール利用券の裏面に記載しています。
施設によっては修繕等による休止期間がある場合があります。
営業期間等については、各施設へお問い合わせください。

お問い合わせ先／福祉課　TEL：025-285-5414

プール利用券を希望される方は、所属所の共済事務担当課（勤務先の総務課・職員課・人事課等）に申し
出ください。
利用にあたっては、以下の点に留意してください。

この事業は、組合員の皆様からお預かりした掛金及び各所属所からの負担金に
より実施しています。利用方法を確認いただき、適切な利用をお願いします。

プール利用券に関するお願い
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データヘルス計画に関する取組【女性の健康支援】

女性の就業率の増加に伴い、女性の健康支援の重要性が注目されています。国の調査では、働く女性の約
半数が女性特有の健康課題で、職場で困った経験があるとの報告があります。その多くが『月経痛や月経前
症候群』『更年期障害』です。
今回は、知っていただきたい女性の健康についてご紹介します。

1 ．女性の健康課題と女性ホルモン
女性はライフステージによってかかりやすい病気が違い、女性ホルモンの影響を大きく受けます。
現代女性は、妊娠・出産の機会が減っているため、月経回数は昭和初期に比べて ９倍から10倍に増加して
います。そのため、思春期から性成熟期にかけて、月経痛、月経前症候群（ＰＭＳ）、子宮内膜症、子宮筋
腫といった月経や女性ホルモンの分泌が多いことによる病気や症状が増えていると言われています。
また、更年期になると、女性ホルモンの減少により、日常生活に影響を及ぼすような肩こり、ホットフラッ
シュ、動悸、睡眠障害など、更年期による様々な不調、症状を感じる人が多くなります。さらに更年期以降
は、生活習慣病、骨粗しょう症や認知症など、男性より女性がかかりやすくなる病気があります。
この中でも、特に多くの女性の悩みは、月経痛や月経前症候群となっています。

２ ．月経痛（生理痛）と月経前症候群
女性は、約 1か月に 1度、子宮の内側にある子宮内膜がフカフカの「ベッド」のような状態になって赤ちゃ
んを迎える準備をします。
妊娠とならない場合はその「ベッド」を血液と一緒に体の外に排出します。これがいわゆる「生理」です。
その時に作られる「プロスタグランジン」というホルモンに似た物質に、痛みを感じやすくする作用があり
ます。
痛みは、子宮が収縮するときに感じますが、プロスタグランジンは子宮を収縮させる働きにも関係してい
るため、生理の時には痛みを感じます。また、作られるプロスタグランジンの量が多いほど、月経痛（生理
痛）が強くなることも知られています。痛みの強さには個人差があって、症状の表現は人それぞれです。
例えば…�『漬物石を腹の上に置かれた感じ』�

『ズーンと鈍い痛みで冷や汗が出て立っていられないほどの時もある』�
『腰やお腹がきりきり締めつけられるような痛み』　　　　などです。

女性の健康について女性の健康について
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このような月経痛（腹痛、腰痛等）が強く、日常生活に支障をきたす状態が月経困難症です。 子宮内膜
症や子宮筋腫などの病気が原因の場合もあります。

また、月経中だけでなく、月経前の不快な症状がある場合、月経前症候群と言われることがあります。月
経前症候群は、月経開始 ３～１０日前から始まるさまざまな心身の不快症状で、月経が始まると症状が軽快、
消失します。排卵後の女性ホルモンの状態に対して、体が大きく反応するために起こると考えられており、
症状の悪化にはストレスも影響していると言われています。

国の調査によると、月経による症状がある場合でも「何もしていない」人が最も多いのが現状です。婦人
科の受診に抵抗がある方も多いかもしれません。しかし、月経の痛みや不調を緩和できる薬の服用の相談、
子宮や卵巣の病気の早期発見のためにも、早めの婦人科・産婦人科の受診をお勧めします。鎮痛剤のみでな
く、低用量ホルモン剤（ピル）の服用や漢方治療などもありますので、医師に相談しましょう。　

３ ．職場のサポート体制や当共済組合の各種検診助成を活用しましょう
働いている女性の多くは、月経による症状がつらい時、「上司が男性で相談しづらい」「周りの女性は休ん
でいないのに、自分だけ生理休暇を利用するのは気がひける」といった理由で症状を我慢しているという調
査報告もあります。
働いている女性のための職場のサポート体制として、『生理休暇』があります。生理休暇は、労働基準法
第68条で定められている制度で、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときには、
その者を生理日に就業させてはならない」とされています。就業規則などを確認し、体調不良の際は、上司
へ申し出をし、無理せず休みましょう。
生理期間の症状の程度あるいは就労の難易は人それぞれ異なります。
日頃からの職場内での声掛けをしやすい雰囲気づくりも大切ですね。

当共済組合では、女性の健康に関する助成制度として、
組合員を対象とした子宮がん検診、乳がん検診の助成が
あります。
詳しくは、当共済組合ホームページをご参照ください。

みなさんご自身と大切な仲間、そしてご家族の健康管理にお役立ていただけますと幸いです。

� 監修/医師：加藤公則　作成/保健師：鈴木沙織

� （一般社団法人新潟県労働衛生医学協会）
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ファミリー健康相談健康に関することなら
何でもご相談を！

フリーダイヤル

ＷＥＢ相談
（ログインパスワード　911257）

「原因不明のめまいで悩まされている。どこで受診すればいいの？」
「中性脂肪が高いと言われた。食事で気をつけることは？」
「夜、子供が急に熱を出した。すぐにでも医師にかかるべきでしょうか？」
　…などなど、健康に関する疑問、質問、悩みに専門スタッフがお答えします。
　子育てや介護の疑問、悩みなどのほか、メンタルヘルス相談にも対応します。
　お気軽にご相談ください！

https://familycare.sociohealth.co.jp/

24時間
年中無休

相談料・通話料
無料

0120-911257

面談による　メンタルヘルス相談室
さまざまな心の悩みについて、

専門の臨床心理士や産業カウンセラーなどが直接相談に応じます。

（新潟市） （長岡市）
日本産業カウンセラー
協会新潟相談室 長岡カウンセリングルーム

新潟市中央区笹口 2 -12-10　アパ新潟駅南ビル 5階 長岡市日赤町 2丁目 2 -53　グリーンベル・松本202

025-290-3883
【面談予約】月～金曜日　10：00～17：30
【相談時間】 1時間以内
【料金】年度あたり　 5回まで無料
　　　 　　　　　　 6回目以降 1回8,800円（※）

0258-39-9634
【面談予約】月～土曜日　12：30～13：30
【相談時間】 1時間以内
【料金】年度あたり　 5回まで無料
　　　 　　　　　　 6回目以降 １回6,000円

（※）令和 7年 4月から変更となりました。

（上越市） （佐渡市）

上越教育大学
心理教育相談センター

厚生連
佐渡総合病院　心理室

上越市山屋敷町 １番地 佐渡市千種１６１

025-521-3667
【面談予約】月～金曜日　10：00～15：00
【相談時間】初回90分　 2回目以降50分
【料金】年度あたり　 5回まで無料
　　　 　　　　　　 6回目以降50分1,000円

0259-63-3121
【面談予約】月～金曜日　 8：30～16：30
【相談時間】 1時間以内
【料金】年度あたり　 5回まで無料
　　　 　　　　　　 6回目以降 １回6,000円

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414

相談内容や相談者の個人情報は厳守します。
安心してご利用ください。
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屋根の塗装･外壁の張替･風呂の取替工事など、軽易な補修は、 普通貸付  が利用できます。

普通貸付
貸 付 利 率：年利1.26％（変動金利）　※住宅貸付と同じ利率です。
貸付限度額：給料月額の 6か月分（最高限度額200万円）

 普通貸付と住宅貸付の相違点
①“住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書”は交付しません。
②団体信用生命保険には加入出来ません。

◎�申込書類･償還表等は当共済組合のホームページで確認するか、勤務先の共済事務担当者にお尋ねください。
※�申込みの際には償還能力審査があります。また、 短期組合員は一般組合員等と取扱いが相違します。 
詳細はお勤め先の共済事務担当者へお問い合わせください。

住宅リフォームを検討中のかたへ住宅リフォームを検討中のかたへ

①給料天引きで確実に積立できます。
②年0.4％ (税引き後約0.32％ ) で、有利な半年複利です。
③払戻しは月 1回。また、積立額の変更も可能です。

定例積立 → 毎月の給料から一定額を積み立てます。
臨時積立 → �年 2 回の賞与（ 6月・12月）から一定額を積み立てます。
　※積立額は1,000円単位。
　※積立限度額　①定例積立：30万円　②臨時積立：60万円

積立貯金の積立方法

～申 込 方 法～
勤務先の共済組合事務担当課へお申し出ください。

※勤務先担当課とは？→お勤めの市町村等の職員課・総務課・人事課等です。

積立貯金を始めませんか？積立貯金を始めませんか？

お問い合わせ先：福祉課／TEL：025-285-5414

※貯金利率は金融情勢により変動しますのであらかじめご了承願います。積立貯金の特長
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「市町村共済グループ保険」の
募集が始まります！

市町村共済グループ保険につきましては、多くの皆様からご加入をいただいており、大変ありがとうございます。

本制度は、組合員の皆様の助け合いにより、共済組合の短期給付事業（健康保険）、長期給付事業（年金）の補

完を目的とする制度です。加入者からお預かりした保険料は、1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、

配当金としてお返しする仕組みになっています。

年に 1回のこの募集時期に新規加入及び内容の見直しをご検討ください。

募　　集　　期　　間   令和 7年 7月上旬～ 9月下旬
※上越市・長岡市・三条市・柏崎市は 9月上旬～ 9月下旬となります。（予定）

申込書提出最終締切日   令和 7年 9月 30日（火）※所属所ごとに設定される予定です。

保　　険　　期　　間   令和 8年 1月 1日～ 12月 31日（1年更新）

今年度の募集スケジュール

制度内容の詳細は、パンフレットをご参照ください。
パンフレットは「みんなのMYポータル」からご確認いただけます。

ご加入者 お客さまIDでログイン
まだ登録していない方は、初回登録用はがきシーラーを再交付しますので、
下記のサポートセンターへご連絡ください。

未加入者 下記団体共通IDでログイン
団体共通ID：a0000931　　パスワード：nycy6448

三大疾病保障制度の「健康サポート・キャッシュバック特約」に同意済みの方へ！
※�健康診断結果は「みんなのMYポータル」から提出することになりますので、 9〰〰〰〰〰〰月末までにみんなのMYポータルへの登録を済ま
せておく必要があります。健康診断結果の提出時期については、後日、メール等でお知らせします。

新規加入・内容変更の機会は年に 1回のこの時期だけです。

在職中の加入で、退職後も継続加入できます(一部制度を除く)。年度末退職予定の方は、今回が加入のラストチャ

ンスです。

お問合せは、下記のフリーダイヤルまで

（引受保険会社）明治安田生命　フリーダイヤル 0120-501-578
　　　 受付期間：令和 7 年 7 月 8 日(火)～令和 7 年 9 月30日(火)　受付時間：月～金　 9 ：30～16：30
　　　 受付期間外は025-241-1670まで
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（長期給付の適用を受ける組合員のみ）

～「ねんきん定期便」は、毎年、誕生月に発送します～
「ねんきん定期便」は、ライフプランの一環である公的年金（退職等年金給付を除く。）関係の情報を組合員の皆
様に通知するものです。
毎年、誕生月の16日頃にご自宅宛てに送付しますので、通知内容をご確認ください。
なお、退職等年金給付にかかる給付算定基礎額残高通知書は、毎年、 5月頃にご自宅宛てに送付しています。

「ねんきん定期便」の通知内容等

通　　知　　内　　容
50歳未満の方 50　歳　代

35歳、45歳 59歳
①これまでの年金加入期間 ● ● ● ●

②これまでの加入実績に応じた年金額 ● ●

③老齢年金の種類と見込額（ 1年間の受取見込額） ● ●

④これまでの保険料納付額（累計額） ● ● ● ●

⑤最近の国民年金（第 1号・第 3号）納付状況・厚生年金保険の月別状況 ● ●

⑥これまでの年金加入履歴 ● ●

⑦これまでの厚生年金保険における標準報酬月額などの月別状況 ● ●

⑧これまでの国民年金保険料の納付状況 ● ●

⑨年金額のイメージ ● ● ● ●

⑩通知形式 圧着ハガキ 封書 圧着ハガキ 封書

 50歳未満の方に送付される「ねんきん定期便」（圧着ハガキ）のイメージ（上記の表①、②、④掲載面） 
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全国市町村職員共済組合連合会
マイナ手続きポータルサイトが開設されました。

地共済年金Webサイトがリニューアルされ、全国市町村職員共済組合連合会マイナ手続きポータルサイトが開設
されました。
組合員の皆様は、マイナ手続きポータルサイトでご自身の年金記録等をマイナンバーカードとスマートフォン等
を利用してインターネット上で取得することができます。ご利用手順等は次のとおりとなります。
※�すでに老齢又は退職の年金を受給されている方、及び老齢厚生年金の支給開始年齢に到達されている方は、当該
情報を取得できません。

お問い合わせ先：年金課/TEL：025-285-5413
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※※組組合合員員とと

そそのの家家族族様様用用

［［組組合合員員等等施施設設利利用用助助成成対対象象者者］］

①①組組合合員員 ②②組組合合員員のの配配偶偶者者 ③③組組合合員員のの父父母母((実実父父母母、、養養父父母母、、

同同居居のの義義父父母母))④④組組合合員員のの被被扶扶養養者者⑤⑤組組合合員員のの同同居居のの子子

※※ここののキキャャンンペペーーンンのの対対象象ととななるるののはは［［組組合合員員等等施施設設利利用用助助成成対対象象者者］］ののううちち、、

組組合合員員様様専専用用のの LINEアアカカウウンントトににおお友友達達登登録録ををさされれたた方方ににななりりまますす。。

≪≪キキャャンンペペーーンン期期間間：：９９//５５((金金))～～９９//３３００((火火))≫≫

通通常常大大人人：：330000円円→→110000円円 ※小人：100円

★組合員様専用LINEアカウントに登録し、登録が確認できる

画面を施設利用時にバーデフロントにご提示ください。

（新規でご登録された方は、新規登録が確認できる画面を

ご提示ください。）

新新規規おお友友達達登登録録さされれたた方方にに、、

「「オオリリジジナナルルテティィッッシシュュボボッッククスス」」

ププレレゼゼンントト！！

★★ごご利利用用のの際際はは 「「組組合合員員等等保保健健施施設設アアククアアーーレレ長長岡岡利利用用証証」」

ををおお持持ちちくくだだささいい。。

「「施施設設利利用用料料」」

★★参参加加費費：：各各回回22,,000000円円（（昼昼食食代代含含むむ））＋＋施施設設利利用用料料

★★参参加加ごご希希望望のの方方はは、、おお電電話話ままたたははババーーデデカカウウンンタターーににてて申申込込みみををおお願願いいししまますす。。（（申申込込みみはは22日日前前ままでで））

※※セセルルフフケケアア教教室室はは、、毎毎月月テテーーママをを変変ええてて開開催催ししまますす。。詳詳ししくくははアアククアアーーレレ長長岡岡公公式式ＨＨＰＰででごご確確認認くくだだささいい。。

〜当日のスケジュール〜

9：00～受付 ※バーデカウンターにお越しください

9：30～開講・オリエンテーション・運動指導

「運動ができるからだづくり教室」(担当：門谷)

「姿勢改善教室」(担当：門谷)

「正しい身体の使い方教室」（担当：鈴木）

「50歳代からの健康づくり教室」（担当：高橋）

11：15～休憩

11：30～講義【栄養】（担当：大瀧）

12：00～昼食「バランス食」

12：30～マシンジム体験会 ※希望者

※昼食後は自由解散となります。

※温泉・プール・マシンジム・スタジオは終日利用できます。

「「正正ししいい身身体体のの

使使いい方方教教室室」」

～～４４ススタタンンスス理理論論をを用用いいてて、、自自分分のの
取取扱扱説説明明書書をを作作ろろうう！！～～

99//2277((土土))

「「運運動動ががででききるる

かかららだだづづくくりり教教室室」」
～～ヨヨガガ・・スストトレレッッチチとと健健診診結結果果にに
基基づづいいたた栄栄養養指指導導～～

77//2266((土土))

「「姿姿勢勢改改善善教教室室」」 ～～肩肩ここりり・・腰腰痛痛予予防防ののたためめのの
スストトレレッッチチととココンンデディィシショョニニンンググ～～

88//3300((土土))

「セルフケア教室」

1100//2255((土土)) 「「5500歳歳代代かかららのの

健健康康づづくくりり教教室室」」

～～運運動動不不足足やや身身体体のの痛痛みみででおお悩悩みみ
のの方方向向けけののココンンデディィシショョニニンンググ～～

かんたんエクササイズ！

②②踵踵をを持持ちち上上げげ、、ふふくくららははぎぎをを縮縮めめ

まますす。。踵踵をを上上げげききっったたらら最最初初のの姿姿勢勢

にに戻戻りりまますす。。

※※親親指指のの付付けけ根根・・小小指指のの付付けけ根根

にに均均等等にに力力をを入入れれままししょょうう！！

①①立立位位姿姿勢勢かからら両両足足をを腰腰幅幅にに

開開きき、、ババラランンススをを保保つつたためめにに

イイススやや壁壁にに手手ををつつききまますす。。

前前後後にに脚脚をを開開きき、、伸伸ばばすす
側側のの膝膝をを伸伸ばばししまますす。。踵踵
ををつつけけてて、、つつまま先先ををままっっすす
ぐぐにに向向けけまますす。。

ふくらはぎの筋力が弱くなってくると、膝が不安定になり、腰
痛や脚の痛みにつながる場合があります。
また、ふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」とも呼ばれ、動かす
ことで全身の血液循環が良くなり、冷えの改善やむくみの解消に
つながります。

今回のテーマは「ふくらはぎ」を鍛えるです。
ふくらはぎの筋肉は、「下腿三頭筋」と呼ばれ「腓腹筋」と「ヒ
ラメ筋」から構成されています。主な機能として、立位姿勢を保つ
他、歩く、走るといった動作や、バランスをとるために働きます。

カカーーフフレレイイズズ スストトレレッッチチ

もんちゃんの
けんこう通信健康運動指導士

門門谷谷 誠誠 アアククアアーーレレ長長岡岡

2025.7月号

Vol.4７

＜＜動動作作ののススピピーードド＞＞

１１・・２２ののカカウウンントトでで上上げげるる。。

１１・・２２・・３３・・４４ののカカウウンントトでで下下げげるる。。

＜＜呼呼吸吸＞＞

吐吐ききななががらら上上げげるる、、

吸吸いいななががらら下下ろろすす。。

＜＜回回数数＞＞
１１５５回回～～２２００回回

※※実実施施中中にに痛痛みみがが生生じじたたらら
エエククササササイイズズをを中中止止ししてて
くくだだささいい！！
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宿泊プランは宿泊当日、翌日ともに、温泉・プール・マシンジム・スタジオの利用が無料！

【お問い合わせ・ご予約はこちら】

※マシンジム・スタジオ利用は大人のみとなります。

※お子様のプール利用は、必ず保護者同伴でお願いします。

※プールご利用等はスイミングキャップが必要です。

（無料レンタル有）

上記の金額は消費税・入湯税込み、利用助成後となります。

ご利用の際は、組合員等保健施設アクアーレ長岡利用証をお持ちください。

インターネットでの

ご予約も可能です〒９４０－２１４７ 新潟県長岡市新陽２丁目５番地１ （国営越後丘陵公園となり）

[チェックイン]１５：００から [チェックアウト]１０：００まで [休館日]ホームページにてご確認ください

https://www.aquarenagaoka.or.jp

スタンダードプラン
（メインは豚肉の味噌漬け陶板焼き）

アクアーレ長岡

令令和和77年年７７//２２５５((金金))～～８８//２２５５((月月))

7,150円～
（（一一般般1133,,665500円円～～1166,,115500円円））

<<11泊泊22食食付付きき>> 全全８８品品

選べるメインプラン

※※利利用用日日にによよりり料料金金がが異異ななりりまますす。。

9,150円～
（（一一般般1155,,665500円円～～1188,,115500円円））

小人プラン
<<11泊泊22食食付付きき>> ※※対対象象５５歳歳～～小小学学生生

((一一般般1111,,000000円円))

7,500円

幼児（５歳未満）は添い寝５００円

お子様プレート ９００円 お子様うどん ６００円

宿泊パスポート 【宿パス】 販売中!!!

宿パス購入で、お得に

宿泊しませんか

やや どど

アクアーレ長岡

9,650円

11,650円

やや どど

（宿泊当日の午前10時から翌日の営業終了までご利用できます。ただし、客室の利用はチェックイン15時からチェックアウト10時までとなります。）

厚生労働大臣認定健康増進施設 新潟県福祉のまちづくり条例適合施設

新潟県市町村職員共済組合 保健施設 アクアーレ長岡

アクアーレ長岡で満喫♪
※※掲掲載載料料金金はは、、77//2255～～88//2255のの間間のの和和室室11室室22～～33名名利利用用、、洋洋室室11室室

22名名利利用用のの場場合合のの宿宿泊泊利利用用助助成成（（大大人人66,,000000円円・・小小人人33,,000000円円））控控

除除後後ととななりり、、利利用用日日にによよりり宿宿泊泊料料金金はは異異ななりりまますす。。

※※88//22・・88//33ははププラランン対対象象外外ととななりりまますす。。

※※和和室室11名名利利用用のの場場合合はは11,,000000円円増増しし・・洋洋室室11名名利利用用（（対対象象除除外外部部

屋屋あありり））のの場場合合はは550000円円増増ししににななりりまますす。。たただだしし、、88//99～～88//1166及及びび

和和室室11名名利利用用のの場場合合はは22,,000000円円増増しし・・洋洋室室11名名利利用用のの場場合合はは、、

11,,000000円円増増ししににななりりまますす。。ままたた、、和和室室11室室44～～55名名利利用用、、洋洋室室33名名利利

用用のの場場合合はは、、おお11人人にに付付きき550000円円引引ききととななりりまますす。。

※※幼幼児児（（00～～44歳歳））はは室室料料550000円円。。
●●写写真真はは選選べべるるメメイインンププラランンでですす

<<和和牛牛陶陶板板焼焼きき>><<ううななぎぎのの柳柳川川鍋鍋>><<大大海海老老陶陶板板焼焼きき>>  

プラン特典

①次回利用可能な「アクアーレ長岡商品券を

500円」 人数分進呈

（金曜日・祝前日を除く日曜～木曜

に宿泊された方に限ります。）

②「国営越後丘陵公園入園券」を人数分進呈

うなぎ会席コース
9,650円～12,150円

((一一般般1166,,115500円円～～1188,,665500円円))

<<11泊泊22食食付付きき>> 全全８８品品

<<11泊泊22食食付付きき>>

※※利利用用日日にによよりり料料金金がが異異ななりりまますす。。

※※88//22・・33、、88//1133～～88//1177ははププラランン対対象象外外ととななりりまますす。。

※※掲掲載載料料金金はは、、77//2255～～88//2255のの間間のの料料金金ととななりり、、

利利用用日日にによよりり異異ななりりまますす。。

※※そそのの他他のの日日程程はは、、規規定定料料金金ととななりりまますす。。

入入湯湯税税・・消消費費税税込込

入入湯湯税税・・消消費費税税込込

消消費費税税込込

入入湯湯税税・・消消費費税税込込

特選会席プラン

夏休みは♪

６６月月～～８８月月限限定定
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【開催期間】令和8年3月31日まで   除外日：夏季期間（7/20～8/20）、年末年始（12/28～1/3） 

厳選食材を贅沢に使用した新プラン 

数量限定！料理長イチオシ！ 

贅沢グルメプラン 
平日・和室 8 畳 2 名 1 室利用 
大人(中学生～)   お一人様 1122,,330000 円円(サ･税込み) 
子供(5 歳～小学生) お一人様 99,,110000 円円(サ･税込み)  
※1 名から利用可能ですが、その際は 2,420 円(サ・税込み)増し
になります。(洋室シングルを除く。) 

◎上記の宿泊プランは、全て宿泊利用助成後の金額です。 

◎部屋タイプ、1室の利用人数により料金は異なります。 

◎金曜日に宿泊の際は 605円(サ・税込み)増し、土曜日、祝日の前日は 2,420円(サ・税込み)増しになります。 

〒958-0037 新潟県村上市瀬波温泉 1-2-17 
新潟県市町村職員共済組合  
保養所 瀬瀬波波ははままななすす荘荘 
TEL 0254-52-5291 
https://www.kyousai-niigata.jp 

瀬波はまなす荘ウェルカムサービス券 
ご宿泊の際、この券をフロントにお出しいただいたお

客様（同伴者様含む）に、雪室珈琲・オレンジジュース・

烏龍茶のいずれか１杯サービス。 

有効期限：令和 8年３月 31日 

  
 
プレミアムパスポート(3,000円券)利用者特典   

特典① 購入者本人とその同伴者１名までの合計２名が 

１泊につき 1,000円割引 

特典② ご夕食時の「飲み物」及び「売店商品」が 

グループ全員 10％割引 

ススパパーーククリリンンググワワイインン  
売売店店商商品品券券付付  

平日・和室 8 畳 2 名 1 室利用  
大人(中学生～) お一人様 1100,,660055 円円(サ･税込み)  
 ◎夕食の際にスパークリングワイン「ボッテガモス
カートペタロ」を 2 名様ごとに 1 本プレゼント
（例：3 名利用の場合 1 本/4 名利用の場合 2 本） 

◎当荘の売店で使える「2,000 円商品券」を 1 名に
つき 1 枚プレゼント。 

◎チェックアウト 12 時まで無料延長（通常 10 時） 

大切な方たちと特別な一日を… 

記念日プラン ※2名から利用可

～瀬波はまなす荘 宿泊プランのご案内～ 

☆各種プランにも使用できます。 
 
☆４名利用にオススメの 5,000円

券もあります。 （特典①の対象が

合計４名になります。） 

～グランピング営業終了のお知らせ～ 

令和６年度をもってグランピングの営業を終了
しました。令和７年度中にキャンプ場としてオ
ープン予定です。詳細は、決まり次第お知らせ
します。 

 

 
※スタッフへ

LINE友だち

画面をご提

示ください 

お得なクーポン

や周辺観光情報

を配信します♪ 

 

 
お得⓵ うなぎ蒲焼き 
 2,000 円(サ・税込み) →1,500 円(サ・税込み)  
お得⓶ もずく酢 

450 円(サ・税込み) →300 円(サ・税込み) 

※有効期間(購入日から６か月間)中、何度でも利用可能 

（素泊り、朝食のみの宿泊は対象外） 
 

※料理は一例です。 

※料理は一例です。 

鮭の酒びたし・村上茶・笹川流れの塩・

岩船産コシヒカリ・地元味噌しょうゆ・

岩船麩・村恭クレープ etc. 

 

【瀬波はまなす荘売店商品のご案内】 

「村上の特産品」

を取り揃えてい

ます！ 

 
【LINE友だち限定価格】 

７月～９月限定 特別メニュー 


